
令和６年度　盛岡市教育・保育施設利用者負担額表

１号

満３歳以上児

保育標準時間 保育短時間 保育標準時間 保育短時間 教育時間

Ａ 0 0

非課税世帯

（母子・父子・障がい者世帯等）

非課税世帯

（Ｂ０階層を除く）

均等割のみの世帯

（母子・父子・障がい者世帯等）

均等割のみの世帯，
１号認定で保護者が児童福祉法

による里親である世帯

（Ｃ０階層を除く）

  48,600円未満

（母子・父子・障がい者世帯等）

  48,600円未満

（Ｄ０階層を除く）

 48,600円以上 54,600円未満

（母子・父子・障がい者世帯等）

 48,600円以上 54,600円未満

（Ｄ20階層を除く）

 54,600円以上 57,700円未満

（母子・父子・障がい者世帯等）

 54,600円以上 57,700円未満

（Ｄ30階層を除く）

 57,700円以上 59,400円未満

（母子・父子・障がい者世帯等）

 57,700円以上 59,400円未満

（Ｄ40階層を除く）

 59,400円以上 77,101円未満

（母子・父子・障がい者世帯等）

 59,400円以上 77,101円未満

（Ｄ50階層を除く）

 77,101円以上

 78,600円未満

 78,600円以上

 97,000円未満

 97,000円以上

115,000円未満

115,000円以上

133,000円未満

133,000円以上

169,000円未満

169,000円以上

268,000円未満

268,000円以上

301,000円未満

301,000円以上

397,000円未満

Ｄ14 397,000円以上 66,000 64,800

○用語説明

１号：満３歳以上の教育標準時間認定を受けた幼稚園・認定こども園を利用する子ども

２号：３歳以上の保育認定を受けた認定こども園・保育所を利用する子ども

３号：３歳未満の保育認定を受けた認定こども園・保育所・家庭的保育事業等を利用する子ども

保育標準時間：施設を最大11時間利用する保育標準時間認定を受けた子ども

保育短時間：施設を最大８時間利用する保育短時間認定を受けた子ども

１　市民税の額は、寄付金税額控除・配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除・配当控除・外国税額控除・住宅借入金等特別控除・

　特定増改築住宅借入金等特別控別控除をする前の額となります。

２　児童の年齢は、令和６年４月１日の年齢です。令和６年度途中に児童の年齢が変わっても変更になりません。

３　所得税・市民税について修正申告等をした場合は、利用者負担額が変わる場合がありますので、変更後の税額がわかる書類を提出してください。

４　利用する施設によって、利用者負担額以外に施設の運営に係る経費などの特定負担額や、教材費や副食費などの実費徴収を求めることがあります。

　　詳しくはご利用の施設にご確認ください。

○保育料の軽減について

保育施設を利用する３歳未満児の子ども（３号）が、同一世帯の（保護者に監護される生計を一にする）子どものうち、２人目以降の子ども

に該当する場合は、保育料が免除されます。　※　最年長の子どもの年齢やきょうだいの保育施設等の利用の有無を問いません。

　

Ｄ13 51,600 50,700

○備　考

Ｄ11 42,000 41,200

Ｄ12 47,100 46,200

Ｄ９ 30,000 29,400

Ｄ10 36,000 35,300

Ｄ７ 21,600 21,200

Ｄ８ 26,600 26,100

Ｄ５ 17,600 17,300

Ｄ６ 17,600 17,300

Ｄ４ 14,000 13,700

Ｄ50 9,000 8,800

Ａ階層及びＤ０階層からＤ14階層ま
でを除き、４月から８月分について
は令和４年度分、９月から３月分に
ついては令和５年度分の市民税の
額の区分が右の区分に該当する
世帯

0

Ｃ

0

9,000 8,800

4,700

Ａ階層、Ｂ０階層、Ｂ階層、Ｃ０階層
及びＣ階層を除き、４月から８月分
については令和４年度分、９月から
３月分については令和５年度分の
市民税の所得割課税額の区分が
右の区分に該当する世帯

6,200 6,000

Ｄ１ 7,400 7,200

Ｄ20

Ｄ２ 10,600 10,400

Ｄ３ 14,000 13,700

Ｄ40 9,000 8,800

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

利用者負担の額（月額）

２号・３号

３歳未満児（３号） ３歳以上児（２号）

生活保護法第６条第１項に規定する被保護世帯、中国残留邦人等の
円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配
偶者の自立の支援に関する法律第14条第１項による支援給付受給世
帯、保護者が児童福祉法第６条の３第８項に規定する小規模住居型
児童養育事業を行う者又は児童福祉法による里親である世帯

無償 無償 無償

Ｂ０

Ｂ 0 0

Ｃ０ 4,800

Ｄ30 9,000 8,800

5,400 5,300

Ｄ０


